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衛生委員会等において調査審議すべき事項
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① ストレスチェック制度の目的に係る周知方法 

② ストレスチェック制度の実施体制 

③ ストレスチェック制度の実施方法

④ ストレスチェックの受検の有無の情報の取扱い 

⑤ ストレスチェック結果の記録の保存方法

⑥ ストレスチェック、面接指導の利用目的及び利用方法

⑦ ストレスチェック、面接指導情報の開示、訂正、追加及び削除の方法 

⑧ ストレスチェック、面接指導の関する情報の取扱いに関する苦情の処理方法 

⑨ 労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること 

⑩ 労働者に対する不利益な取扱いの防止 

労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル
＜厚生労働省労働基準局安全衛生部＞ ※抜粋



１．ストレスチェック制度とは
労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）や、
検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを事業者に義務付ける制度。
労働者の受検義務はない。
※従業員数50人未満の事業場は努力義務

２．目的
• 定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレ

スの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させる。
• 医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する。
• 検査結果を集団的に分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげるこ

とで、リスクの要因そのものも低減させる。

３．該当法令 （２０１５年１２月１日施行）
• 労働安全衛生法第６６条の１０
• 労働安全衛生規則第５２条の２～８
• 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施

並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針

ストレスチェック制度の概要
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・平成２６年６月に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」等に基づき、平成２７年１２月

より適用開始となる「心理的な負担の程度を把握するための検査（以下「ストレスチェック」と言

う。）」を従業員を対象に実施する。

・ストレスチェックは、従業員自身のストレスへの気付きを促し、会社が実施するメンタルヘルス施策や

社会資源等を利用して、健康な職場づくりにつなげることを主な目的とし、全従業員の受検を推奨する。

・法令遵守はもとより、適切な個人情報の管理や、受検者にとって不利益のない体制構築に注力する。

実施方針
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２０２５年度 ストレスチェック実施のスケジュール
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 ②衛生委員会にて

審議（各拠点）

 ③データ確認・修正

 ④書面対応者への

 回答用紙の配布

⑤ストレスチェック

実施

※個別案内、ﾘﾏｲﾝﾄﾞ、

 問合せ対応を含む

⑥ ④を回収後、業者

へ送付

⑦産業医の承認作業

⑧事務従事者による

面談希望者の対応

 ⑨ ⑧の面談実施

労基署報告

（各拠点）

9-10月 10-11月 1月11ｰ12月

①データ登録

・拠点管理

・対象者

（2025/9/1現在）

9月

赤字⇒「WEB版ストレスチェック」システムにて対応

企画管理部実施各拠点実施 各拠点実施企画管理部実施
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ストレスチェック制度の実施手順

導入の準備（実施方法など社内ルールの策定）

各従業員が質問（WEBもしくは書面）に回答・結果確認
（ストレス状況の評価・医師面接指導の要否の判定）

本人から面接指導の申出

医師による面接指導の実施

就業上の措置の要否・内容
について医師から意見聴取

就業上の措置の実施

個人の結果を一定
規模のまとまりの集団
ごとに集計・分析

職場環境の改善

うつなどのメンタル不調を未然に予防

ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告が必要（50人以上の事業場）

ストレスチェック（全員）

面接指導
（ストレスが高い人） 集団分析

※努力義務

ＭＣＰは
実施せず



7 エムシーパートナーズ株式会社7

ストレスチェック制度の目的に係る周知方法、実施体制、実施方法 【①～③】

周知方法 メール もしくは 書面にて周知

実施体制 実施者 高石 雅敏

ストレスチェック
制度担当者

企画管理部 人事担当

実施事務従事者 向井 香

実施方法 対象者 社員・契約社員・嘱託・派遣社員

時期 2025年10月20日（月）～11月9日（日）

回答方法 「職場のストレスチェック（WEB）」もしくは 専用回答用紙

調査項目 厚生労働省作成の職業性ストレス簡易調査票５７問

高ストレス者の基準 厚生労働省基準（合計法）

面接指導の申出先 広島オフィス

集団分析 実施しない



ストレスチェックの受検の有無の情報の取扱い【④】
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受検有無の情報 企画管理部が受検状況を管理し、システムを通じたメール等で受検勧奨を行う

ストレスチェック結果の記録の保存方法【⑤】

記録の保存方法 個人のストレスチェック結果は、各拠点の実施事務従事者が保存する（5年間）
面接指導の記録は、各拠点の実施者が保存する（5年間）



ストレスチェック、面接指導の利用目的・利用方法【⑥】
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個人結果の通知方法 【WEB回答】「職場のストレスチェック」システムにて結果を表示する
【専用用紙回答】結果通知を配布する

面接指導勧奨方法 高ストレス該当者には個人宛にメール等で通知する

ストレスチェック結果
及び面接指導結果の
共有方法 及び 共有範囲

【共有方法】
ストレスチェックの結果はシステムにて管理
面接指導結果は各拠点にて管理

【共有範囲】
受験者のシステム回答時の選択により次の通り共有
結果提供の許可：実施者、実施事務従事者
結果提供の却下：実施者、実施事務従事者、制度担当者（結果のみ）

事業者へ提供するに当
たっての本人の同意取得
方法

受検者のシステム回答時の選択により同意を取得する

本人の同意を取得した上
で実施者から事業者に提
供するストレスチェック
結果に関する情報の範囲

ストレスチェック結果、医師による面接指導の結果に基づく就業上の措置に
ついての意見の情報を事業主へ開示する



ストレスチェック、面接指導情報の開示、訂正、追加及び削除【⑦】
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面接指導の情報開示 自己データの事業主への報告内容等の情報開示を求める際には、拠点の実施者又は
実施事務従事者に文書で連絡する

ストレスチェックの
回答訂正等

回答完了後は、訂正、追加及び削除はできない

情報管理における
守秘義務

実施者、実施事務従事者、ストレスチェック制度担当者はじめ本制度に関わる全て
の者は、それらの職務を通じて知り得た社員等の秘密（ストレスチェック結果その
他の社員等の健康情報）を、他人に漏らしてはならない

ストレスチェック、面接指導の情報の取り扱いに関する苦情処理方法【⑧】

苦情の申し立て 本制度に関する情報の開示等について苦情の申し立てを行う際には、ストレス
チェック制度担当者（企画管理部・人事担当）に文書で連絡する



労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること【⑨】
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労働者に対する不利益な取扱いの防止 【⑩】

受検有無の選択 ストレスチェックの受検を推奨するが、強制的な受検指示は行わない

不利益な取り扱い
の防止

次の内容を理由として不利益な取り扱いは行わない
・ストレスチェックを受検しないこと
・医師による面接指導の申出を行ったこと
・医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わないこと
・高ストレスにおけるストレスチェック結果
・医師による面接指導結果



その他
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受検時間の取り扱い 所定就業時間帯 且つ 就業場所（会社が指定した場所）で受検する場合は、労働時間と
見做す

多言語対応 日本語のみ対応可

接続機器 WEB版ストレスチェックシステムについては、パソコン・スマートフォンなど
インターネット接続機器による利用が可能



以 上
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